


 

  



1 

 

 
 

子どもがすこやかに育つまち世田谷をめざして 

 

区民の皆さんが安心して地域で子どもを産み育てられるよう、「子どもは地域の

宝」との思いのもとに、平成 17 年に「世田谷区子ども計画」を策定し、子ども施

策に総合的に取組んでまいりました。とりわけ、すべての在宅子育て家庭への支援

や保育サービスの充実をはじめ、児童虐待防止への取組みや産前・産後の支援の充

実など、区民の目線に立った子育て支援施策を積極的に推進してまいりました。 

 

これまでの取組みを踏まえ、「世田谷区子ども計画」後期計画では「子どもの視点」

の重視を基本に、喫緊の課題である保育サービス待機児解消への取組みを進めるこ

とはもとより、子どもの成長を支援する地域の拠点の充実や支援を必要とする家庭

への継続的なサポートなどの重点取組みをはじめとした今後５年間の取組みをお示

ししております。 

 

子どもは、未来に夢を持ち、周囲の大人や仲間と関わりをもちながら自ら成長し

ていく力を持っています。親は、家庭を守り子どもを健やかに育てる力を持ってい

ます。子どもや親が本来持っているこれらの力を発揮できるよう、地域社会全体が

子どもの育ちや親の子育てをあたたかく見守り支えていくことが大切です。 

 

世田谷の未来を担う子どもたちの豊かな育ちのために、区民の皆さんのご理解や

ご協力のもと、安心して子どもが育つことができるよう地域の絆をさらに深め、地

域ぐるみで「子どもがすこやかに育つまち世田谷」の実現に取組んでまいります。 

 

計画策定にあたり、お力添えを賜りました区議会および区民の皆さん、子どもに

関わる支援者・団体等の関係者の皆さんに心より感謝申し上げますとともに、本計

画の実現に向け、今後とも皆さんの一層のご支援とご協力を賜りますことを重ねて

お願い申し上げます。 

 

平成22 年３月 

世田谷区長 

熊
く ま

 本
も と

  哲
の り

 之
ゆ き

 

はじめに  
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第１章 計画の策定 
 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

 

 

世田谷区では、「子どもを取り巻く環境整備プラン」を平成 11 年に策定し、地域における

子育て支援と子どもの育成支援を総合的、計画的に進めてきました。 

子育て中の人やこれから子育てをしようとする人たちが、安心して子どもを生み、子育てに

夢や喜びを感じることができ、また子どもが心身ともに健やかに成長していくためには、家庭、

地域、学校、事業者など地域社会全体で、子どもを取り巻くさまざまな分野の施策を総合的に

推進する必要があります。 

これらのことから区は、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会の実現を目指し

て「世田谷区子ども条例」を制定しました。 

「世田谷区子ども条例」の推進計画として、また、平成15 年に制定された次世代育成支援

対策推進法における世田谷区の行動計画として、平成17 年３月に「世田谷区子ども計画」（平

成17 年度～26 年度）を、子どもについての施策を進めていくための基本となる計画として

策定し、10 年間の集中的・計画的な取組みを示し、子どもが健やかに育つことができるよう

取組んできました。 

「世田谷区子ども計画」を策定してから５年、経済状況の悪化に伴う社会不安など、子ども

を取り巻く社会状況の変化によるニーズの複雑化と増大への対応が求められています。 

また、平成 19 年に国の「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」において示された少

子化対策の２つの方向性である“仕事と生活の調和の実現”と“包括的な次世代育成支援の枠

組みの構築”を車の両輪とした新たな対策も求められています。さらに、児童福祉法等の一部

を改正する法律により、次世代育成支援対策推進法及び児童福祉法の一部が改正されたことを

踏まえて、「世田谷区子ども計画」を見直し、これからの５年間の計画的な取組みを示すため、

「世田谷区子ども計画」後期計画を策定しました。 

★１ 計画策定の趣旨 
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この計画は、「世田谷区子ども条例」の推進計画として策定します。（条例第16 条） 

さらに、区の基本計画（平成 17 年度～26 年度）の方向性を踏まえ、「世田谷区教育ビジ

ョン」および「健康せたがやプラン」との連携を図っていきます。 

同時に、「次世代育成支援対策推進法」に基づく世田谷区の行動計画及び、「児童福祉法」に

基づく「保育計画」を含むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区子ども条例 

健康 

せたがやプラン 

世田谷区 

教育ビジョン 
世田谷区  

子ども計画

保育計画 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法 

（行
動
計
画
） 

推
進
計
画 

世田谷区基本計画 

児童福祉法 

行動計画分野 

★２ 計画の位置付け 
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「世田谷区子ども計画」の期間は、平成17 年度から平成26 年度までの10 年間とし、世

田谷区の基本計画に合わせた計画期間として平成17 年３月に策定しました。また、次世代育

成支援対策推進法も同様に10 年間の時限立法であり、整合性を図った計画期間とします。 

計画策定後の社会経済情勢の変化や次世代育成支援対策推進法の見直しに合わせ、平成22

年度を初年度として新たに「世田谷区子ども計画」後期計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★３ 計画の期間 

世田谷区 

子ども計画 

次世代育成支援

対策行動計画 

世田谷区 
基本計画 

実施計画 

 

 

世田谷区基本計画 

平成17年度              平成22年度               平成26年度 

前期計画 

見直し 
後期計画 

前期計画 

見直し 後期計画 

リーディングプロジェクト 

実施計画 実施計画 

17         19  20             23 
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２ 前期計画の評価 

 

「世田谷区子ども計画」前期計画では、以下のように特徴的な施策を「元気子ども」「緊急

対応」「基盤整備」と大きく３つに分類し、課題解決にあたってきました。 

 

前期計画の取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特色のある取組み 

■ 元気子ども 

在宅子育て支援を中心に施策を進め、子育てのストレスや不安を軽減し、子どもを育てる喜

びや楽しさを実感できるよう、「子育てステーション」等を展開し、親子で気軽に外出できる

場として好評を得ています。 

また、全小学校における新BOP 事業の実施により、学童保育待機児の問題は解消しました。 

・ 「子育てステーション」「おでかけひろば」「子育てひろば」の整備 

・ 保育サービス施設の計画前倒し整備 

・ プレーパーク事業、新BOP 事業（放課後子どもプラン推進事業）の実施 

※子育てステーションについては、平成22年４月１日開設を含みます。 

 平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 

21 年度

子育てステーション（か所） - 1 2 3 5

子育てひろば、おでかけひろば（か所） 28 29 32 34 36

保育サービス（定員数） 8,045 8,258 8,672 9,090 9,392

【元気子ども】 

・親子の交流の場 
 「子育てステーション」 

 「おでかけひろば」「子育てひろば」の整備 

・保育サービス施設の計画前倒し整備 
・子どもの遊びの場 
「プレーパーク事業」 

「新BOP事業」 

 

 
【要支援】 

発達障害児の 
早期支援 
「４歳６か月児発達相談」 
「発達障害相談 
・療育センター」の整備 

【緊急対応】 

虐待予防・早期 
発見、対応の仕組み 
「子ども家庭支援センター事業」 
「児童虐待対策支援チーム」 
「養育困難家庭等 
ホームヘルパー派遣事業」 
「産後ケア事業」 

【基盤整備】 

「子ども基金創設」 「事故回避ガイドの配布」 「危険回避プログラムの実施」 「ユニバーサルデザインの推進」 
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■ 元気子ども（要支援） 

身体、知的、精神の３障害に比べて、制度や取組みが大きく遅れている発達障害児への支援

を推進するため、都内で初めてとなる事業等に取組むとともに、専門施設を整備したことによ

り、今後、早期発見・早期対応の中核的な支援の役割が期待されています。 

・ ４歳６か月児発達相談 

・ 発達障害相談・療育センター「げんき」の整備 

 

 

■ 緊急対応 

児童福祉法・児童虐待防止法の改正により児童相談業務の区の役割が明確化されたことを受

け、各総合支所において子どもに関する総合相談を実施し、児童虐待対策支援チーム設置によ

る相談窓口の支援を行い、児童虐待防止事業の基盤が整いました。この取組みは、先駆的な取

組みとして評価され、平成19 年11 月に厚生労働省要保護児童対策模範事業表彰を受けまし

た。 

産後ケア事業は、国内初の専門施設による事業展開であり、武蔵野大学附属産後ケアセンタ

ー桜新町に委託し、心身ともに不安定になりやすい産後４か月未満までの支援を必要とする母

と子を対象に、宿泊ケアや通所ケアを実施しています。24 時間助産師が常駐し、子育て情報

の提供や育児相談、育児技術の伝達、臨床心理士によるカウンセリングなどを通して、育児不

安の早期対応と児童虐待を未然防止する役割を果たしています。 

・ 子ども家庭総合相談、子ども家庭支援センター事業 

・ 児童虐待対策支援チーム設置による地域支援 

・ 産後ケア事業 

・ 養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業 

 平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

4 歳6か月児発達相談 
  モデル実施 

（北沢・玉川地域）

モデル拡充 

実施（全区） 
全区実施 

発達障害相談・療育センター

「げんき」 
   開設準備 開設 

 平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

児童虐待対策支援チーム  設置準備 設置 実施  

産後ケア事業  開設準備 開設 運営  

養育困難家庭等ホーム 

ヘルパー派遣事業 

（延べ派遣回数） 
7,404 8,346 8,518 5,921 
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■ 基盤整備 

支えあいによる子育てを目指し、子ども基金の創設による自助・共助の仕組みを構築しまし

たが、寄付・応募ともに想定を下回っているため、今後PR に注力する必要があります。 

安全で安心に子どもが過ごせるまちづくりに向けて、児童施設周辺のカラー舗装等により、

児童施設周辺の安全が図られました。 

事故回避ガイドや危険回避プログラムを活用することにより、子どもの育ちに応じた安全の

取組みが行われています。 

・ 子ども基金創設 

・ 事故回避ガイドの配布、危険回避プログラムの実施 

・ ユニバーサルデザインの推進 

※平成21 年度は見込み数です。 

 

 

 

 平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

子ども基金助成団体数 条例制定 8 19 21 19

危険回避プログラム 
（実施施設数） 99 100 102 100 100

既存道路のバリアフリー整備 
（か所） 43 143 116 59 61
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３ 後期計画に向けて  
 

後期計画策定にあたっては、社会状況の変化とこの間の世田谷区の現状を鑑み、社会、地域、

家族・家庭の現状と課題を整理し、新たに施策体系を組み直すこととしました。 

 

１ 世田谷区の現況 

（１）人口の推移 

世田谷区の総人口・児童人口ともに増加傾向 

・ 平成22 年１月１日現在の総人口831,654 人、総世帯数432,941 世帯 

・ 乳幼児（0～5 歳）の人口 35,001 人（平成15 年） → 38,461 人（平成22 年） 

・ 少年（６～17 歳）の人口 68,331 人（平成15 年） → 72,345 人（平成22 年） 

 ■ 乳幼児、少年人口と総人口の推移（各年１月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世田谷区統計書」（世田谷区）より作成 

 

 

 

総
人
口 

乳
幼
児
人
口 

少
年
人
口 

（左目盛り）

（左目盛り）

（右目盛り）

0

50,000

100,000
(人)

720,000

780,000

840,000
(人)

乳幼児（0～5歳） 38,406 32,443 33,991 34,290 34,472 35,001 35,226 35,559 35,654 36,438 36,941 37,588 38,461 

少年（6～17歳） 94,703 77,378 70,129 69,417 68,845 68,331 68,442 68,781 69,214 69,964 70,720 71,566 72,345 

総人口 776,385 762,007 779,974 784,524 789,395 795,328 799,938 804,730 810,983 820,920 825,782 830,103 831,654 

平成

２年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
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5,000

6,000

7,000

8,000
（人）

0.70

0.80

0.90

1.00
（％）

出生数 6,304 5,788 6,072 5,900 5,880 5,985 6,043 6,210 6,460 6,853 7,093 

合計特殊出生率 0.98 0.84 0.82 0.81 0.77 0.79 0.78 0.80 0.82 0.87 0.90 

平成

2年 7年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

0

450,000

900,000

平成7年 12年 17年 21年

総人口（人）

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

 

13.5％ 

75.0％ 

11.5％ 

15.5％

73.7％

10.8％

17.0％

72.2％

10.8％

18.2％ 

70.7％ 

11.1％ 

（２）出生・出産 

合計特殊出生率、出生数ともに平成14 年度以降増加 

・ 出生数      5,880 人（平成14 年）→7,093 人（平成20 年：23 区で一番多い） 

・ 合計特殊出生率  0.77（平成14 年）  →0.90（平成20 年） 

 

 ■ 年次別出生数と合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「世田谷の地域保健（平成21年度版）」（世田谷区）より作成 

 

（３）人口・世帯構成の変化 

 ■ 年齢３階層別人口の推移 

年少人口比率は、ほぼ横ばいとなってきていますが、老年人口比率が徐々に増加する傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「世田谷区統計書」（世田谷区）より作成 

 

  

出
生
数 

合
計
特
殊
出
生
率

（左目盛り）

（右目盛り）
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60,061

57,829

66,214
65,569 67,293

63,333

60,122

62,182

59,013

60,126

56,000

62,000

68,000

平成16年 17年 18年 19年 20年

（人）

転入

転出

2,293
3,207

8,280

3,701

5,141

4,310

3,410
3,995 4,032

5,508

950 1,059935 1,179
569588 826 750 591 423

0

4,500

9,000

平成
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

（人）

社会増減

自然増減

■ 転入・転出者数の推移 

転出者より転入者が多く、転入超過傾向が続いており、人口が増加しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「世田谷区統計書」（世田谷区）より作成 

 

■ 人口の自然増減と社会増減の推移 

自然増減（出生と死亡の差）よりも社会増減（転出と転入の差）による増加が上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「世田谷区統計書」（世田谷区）より作成 

  

■ ０～１７歳人口の１年後の増減の推移 

０～１７歳の人口は増加傾向にあり、子どもを含む世帯の転入増等によると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※各年１月１日現在の増減。０～17歳が翌年、1～18歳になったときの人口の増減。 

「世田谷区統計書」（世田谷区）より作成 
 

1,043

634

813
927

1,803

0

500

1,000

1,500

2,000

平成17→18年 平成18→19年 平成19→20年 平成20→21年 平成21→22年

(人)
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２ 後期計画策定に向けた問題意識 

経済状況の急激な変化、ライフスタイルや価値観の多様化、非正規雇用や短時間就労等の就

労形態の変化など、子どもを取り巻く社会は大きく変化しています。 

世田谷区は、出生数の増や子どもを含む世帯の転入増等により、子どもの人口は微増してい

るものの、一方では未婚化や少産化という少子化の要因があるため、区の人口に占める年少者

の割合が少なく、依然として少子化の状況にあります。 

核家族化を背景として、子育てに対する不安感・負担感の高まりや家庭の教育力等が低下し

てきています。さらに、身近な地域のつながりが希薄化しており、子育て家庭の孤立化など子

どもと家庭を取り巻く環境の変化が生じています。 

地域では都市の高密化に伴い、子どもの居場所が少なくなっていることや、情報化の進展等

に伴い外遊びの機会が減っていることから、子ども同士の遊びや体験を通じたコミュニケーシ

ョン力が低下するなど子どもに関するさまざまな課題が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会 ● 少子化・未婚化        ● 都市の高密化 

● 核家族化・家族形成の多様化  ● 就労構造の変化 

● 経済状況の変化 

● 遊びと体験の機会の減少 

● 同世代・異（多）世代交流の減少 

● 地域の絆の希薄化 

地域 

家庭 ● 孤立感・不安感・負担感の増大 

● 家庭教育力の低下 

● コミュニケーション

力の低下 

● 居場所の減少 

子ども
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第２章 基本的考え方 
 

 

 

１ 基本方針 「子どもの視点」の重視 
 

子どもは、それぞれ一人の人間として、いかなる差別もなくその尊厳と権利が尊重され

ます。（世田谷区子ども条例前文抜粋） 

「世田谷区子ども条例」は、すべての世田谷区民と力を合わせ、子どもがすこやかに育つこ

とができるまちをつくることを宣言し、平成1４年に制定されました。 

「世田谷区子ども条例」の推進計画である「世田谷区子ども計画」後期計画では、条例の考

え方に則り「子どもの視点」の重視を基本方針と定めます。 

 

 

２ 基本目標 
 

「世田谷区子ども計画」後期計画では、全体目標を定め、その達成を目指して、子ども、親、

地域における目標を次のように定めます。 

 

 

 

すべての子どもが「自分は愛されて（大切にされて）いる」と感じられる家庭的な養育

環境を、保護者・地域・行政が協働して整える。 

・ 子どもや親が本来持つ力が発揮できない環境にある場合には、本来の力を発揮できるよ

うになるまで、適切な支援を行う。 

・ 子どもの視点に立った適切で質の高い支援を行うために、子どもの支援に関わる人の持

つ力を十分に発揮できるよう、情報共有や人材育成を行う。 

・ 子どもや親の課題解決には、早期の発見や継続的支援が重要であることから、子どもや

親、子育てに関わるすべての人に対する相談機能を充実する。 

全体目標 
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子どもが本来持っている自ら成長し育つ力を伸ばしていきます。 

 子どもの力 

・ 自分を大切にする力 

主体的に活動し、自信を育んでいく 

・ かかわる力 

大人や仲間とかかわり、社会的存在として育つ 

・ 体を育む力 

思う存分体を動かし、自ら健やかさを育む力 

・ 未来を夢見る力 

未来に夢をもち、学び、考えようとする力 

 

 

 

子どもとともに親も成長し、子どもを育てる力を高めていきます。 

 親の力 

・ 生活基盤としての家庭をつくる力 

生計を立て、衣食住を確保し、暮らしを維持する 

・ 安心空間としての家庭をつくる力 

子どもが情緒の安定を得られる家庭の環境・親子関係をつくる 

・ 子どもの生活習慣を育む力 

子どもが生活する力を得られるよう、その習慣に配慮する 

・ 「生きるモデル」となる力 

最も身近な大人として、自ら責任を果たし、自己実現に努力する姿を見せる 

☆ 子どもの成長 

☆ 親の子育て力の発揮 
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保護者、地域、行政が協働して、地域で子どもを育てる力を高めていきます。 

 地域の力 

・ 地域で子どもを育てる力 

地域社会全体で子どもを育てるという意識を持ち、子どもの育ちを見守る 

・ 次代につないでいく力 

地域社会における世代間交流により、地域の力を次代につないでいく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 地域の子育て力の向上 
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子ども支援 子育て支援 環境づくり 

環境 家庭・家族の力 

・生活基盤としての家庭をつくる力 

・安心空間としての家庭をつくる力 

・子どもの生活習慣を育む力 

・「生きるモデル」となる力 

・自分を大切にする力 

・かかわる力 

・体を育む力 

・未来を夢見る力 

社会的支援 

親の力 子どもの力 

環境 

子どもの成長（発達）に影

響するものはすべて子ども

にとっての環境となる。 

少子化・未婚化 

都市の高密化 

核家族化 

家族形成の多様化 

就労構造の変化 

経済状況の変化 

 

家庭・家族の力 

親の力 子どもの力

社会的支援 

地域の力 

地域の力 
・地域で子どもを育てる力 

・次代につないでいく力 

家族が子育ての最小単位




